
⑴ 東京都

特定行政庁名

建築基準条例

建築基準条例 斜面地
建築物条例

高度地区
最高、最低高度

１

東京都

○
（東京都建築安
全条例）

×

①千代田区 × ２０
②中央区 ×
③港区 ×
④新宿区 × ２０，３０，４０，５０，

６０
⑤文京区 ○ ７，３５，４５
⑥台東区 × ７
⑦墨田区 × １７，２２，２８，３５
⑧江東区 × ７
⑨品川区 × ７，１０，１２，１３
⑩目黒区 × ７，１７，２０，３０，

４０，５０，６０
⑪大田区 ○ ７
⑫世田谷区 ○ ７，３０，４５
⑬渋谷区 × ７，１３，１６，２０，

３０，４０，５０，６０
⑭中野区 × ７
⑮杉並区 × ７
⑯豊島区 × ７，１２
⑰北区 × ７，３５
⑱荒川区 × ７
⑲板橋区 × ７
⑳練馬区 × ７，１７，２０，２５，

３０，３５
㉑足立区 × ７
㉒葛飾区 × ７，１０，１６
㉓江戸川区 × ７，１６

２ 八王子市 ○
３ 町田市 ○ ３１
４ 武蔵野市 ×
５ 三鷹市 × ２５，３５
６ 府中市 × ２５
７ 調布市 × １５，２５，３１
８ 日野市 ○
９ 立川市
１０ 国分寺市
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※調査時点は各制限によって異なるため、第２編の当該解説を参照のこと。

高さ制限 紛争調整・あっせん等 その他
指定（告示）

日影条例 日照紛争等
調整条例

開発手続
調整条例

中間検査
工程の指定北側斜線の追加

○
（東京都日影に
よる中高層建築
物の高さ制限に
関する条例）

○

※本制限につい
ては、市区町
村によって異
なる条例に属
しているた
め、各市区町
村のホーム
ページを参照
のこと。

○
（都告示）

○
×

１～３種 ○

１～３種 ○

１～３種 ○
３種 ○

２～３種 ○
２～３種 ○
１～３種 ○

１～３種 ○

１～３種 ○
１～３種 ○

１～３種 ○

１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
２～３種 ○
２～３種 ○
１～３種 ○

１～３種 ○

１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ×
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種 ○
１～３種
１～３種

東京都
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１―１ 東京都建築安全条例

昭和２５年１２月７日条例第８９号

最終改正：平成２１年６月１２日条例第６９号

＜概要＞

第１章 総則
第１節 趣旨

一部改正〔昭和４７年条例６１号〕

（趣旨）

第１条 建築基準法（以下「法」という。）第４０条（法第８８条第１項において

準用する場合を含む。）による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作

物に関する制限の附加、法第４３条第２項による建築物の敷地及び建築物と道

路との関係についての制限の附加、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下「令」という。）第１２８条の３第６項による地下街に関する令と異な

る定め並びに令第１４４条の４第２項による道に関する令と異なる基準につい

建築基準法（以下「法」という）第４０条では、地方公共団体は、そ
の地方の気候、風土の特殊性、又は特殊建築物の用途若しくは規模に
関して、法第２章の規定またはこれに基づく命令の規定のみでは不十
分な場合には、条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全
上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができると定めてい
る。
また、法第４３条第２項による建築物の敷地及び建築物と道路との関
係、建築基準法施行令（以下「令」という）第１２８条の３第６項によ
る地下街に関する規定並びに令第１４４条の４第２項による道に関する
基準について、条例で異なる定めができるとされている。
東京都では、これらの規定を受け、東京都建築安全条例を定めた。
この条例は東京都２３区及び多摩全域に適用される。

東京都建築安全条例
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ワンポイント解説

日本国の法体系において、日本国憲法では、第９４条で地方公共団体が条例を

定めることができると規定しています。各地方公共団体が自らの地域に定める

自主条例もありますが、東京都建築安全条例は、建築基準法に根拠をおく、法

律の委任を受けた条例です。

ては、この条例の定めるところによる。

一部改正〔昭和３５年条例４４号・４７年６１号・６２年７４号・平成１５年３２号〕

［解説］

この条例の趣旨を規定したもので、概要で記述したごとく、法第４０条、

法第４３条第２項及び令第１２８条の３第６項並びに令第１４４条の４第２項にお

ける法及び施行令の委任を受けて定められたことを規定している。

第１節の２ 適用区域
追加〔平成１２年条例１７５号〕

（適用区域）

第１条の２ 第４条、第１０条の２、第１０条の３、第２２条、第４１条及び第８２条の

規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する。

追加〔平成１２年条例１７５号〕、一部改正〔平成１５年条例３２号〕

［解説］

条文の適用区域を示したもので、以下の表の条文は、都市計画区域及び

準都市計画区域のみに適用される。

表１条の２

条例の規定 概要

４条 建築物の敷地と道路の関係

１０条の２ 特殊建築物の前面道路の幅員

１０条の３ 特殊建築物の道路に接する部分の長さ

２２条 物品販売業を営む店舗及び飲食店の敷地と道路の関係

東京都
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４１条 興業場等の敷地と道路の関係

第２節 敷地及び道路

（角敷地の建築制限）

第２条 幅員がそれぞれ６メートル未満の道路が交わる角敷地（隅角が１２０度

以上の場合を除く。）は、敷地の隅を頂点とする長さ２メートルの底辺を有

する２等辺３角形の部分を道路状に整備しなければならない。

２ 前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障が

ある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが４．５

メートルを超える部分については、この限りでない。

３ 前２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、知事が交

通の安全上支障がないと認めるときは、適用しない。

一 第１項に規定する道路のうち１以上が、法第４２条第３項の規定により水

平距離が指定された道路で、かつ、専ら歩行者の通行の用に供するもので

ある場合

二 第１項に規定する道路と角敷地との高低差が著しいために、道路状に整

備することが困難な場合

全部改正〔平成５年条例８号〕、一部改正〔平成１６年条例５７号〕

［解説］

第１項の規定を、以下の図に示す。敷地Ａ、敷地Ｂは、片方の道路が６

ｍ以上であるため、隅切りは不要である。敷地Ｃも、隅角が１２０度を超え

ているので隅切りは不要である。敷地Ｄは隅角が１２０度未満であるため底

辺を２ｍとする隅切りが必要となる。なお、道路法による道路や法第４２条

第１項第五号による位置指定道路により整備されたものでなく、この条例

により隅切りの部分を道路状に整備した敷地にあっては、敷地面積からこ

の隅切り部分の面積を除外しなくてよい。

東京都建築安全条例

〔
建
条
首
都
圏
〕

207 207



１―５ 東京都内における高度地区につ
いて

調査時点：平成２３年１月１日

＜概要＞

［解説］

１．高度地区の決定

高度地区は、各区市町により都市計画で区域、規制内容が定められてい

るため、区域によって規制内容が異なる。そのため、都市計画高度地区の

計画図書を、各縦覧場所である各区市町及び東京都都市整備局都市づくり

政策部において、閲覧し、最新の区域、規制内容を確認する必要がある。

２．都市計画区域

東京都内の都市計画区域は、大きく、東京都市計画区域、多摩地域都市

計画区域、島しょ部都市計画区域に分かれる。東京都市計画高度地区には

特別区（２３区）が含まれており、中央区を除き、それぞれの区が都市計画

決定をしている。多摩地域及び島しょ部都市計画区域は、概ね市（複数市

町の場合あり）町ごとの都市計画区域に分かれる。なお、多摩地域には都

市計画区域外の地域もある。

３．高度地区の種類

東京都内の高度地区には、次の種類があり、それぞれの目的に応じて定

められている。

法第５８条の高度地区は、都市計画において、土地利用計画に基づき

人口密度や都市基盤の整備状況に応じた土地の高度利用及び居住環境

の整備、保全を目的として建築物の高さを定める地域地区の一種であ

る。東京都では、居住環境の保全や街並み景観の形成その他を目的と

して定められている。

東京都内における高度地区について
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